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     江 南 市 議 会 厚 生 文 教 委 員 会 会 議 録      

       令和４年６月24日〔金曜日〕午前９時31分開議        

本日の会議に付した案件 

議案第 49号 令和４年度江南市一般会計補正予算（第５号） 

第１条 歳入歳出予算の補正のうち 

教育部 

の所管に属する歳出 

年度調査事項等について 

行政視察調査日程について 

今年度の当委員会の研修会について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席委員（６名） 

 委 員 長  片 山 裕 之 君    副委員長  石 原 資 泰 君 

 委  員  宮 地 友 治 君    委  員  掛 布 まち子 君 

 委  員  宮 田 達 男 君    委  員  岡 本 英 明 君 

欠席委員（０名） 

委員外議員（10名） 

 議  長  堀     元 君    議  員  鈴 木   貢 君 

 議  員  野 下 達 哉 君    議  員  古 池 勝 英 君 

 議  員  牧 野 圭 佑 君    議  員  中 野 裕 二 君 

 議  員  東 猴 史 紘 君    議  員  三 輪 陽 子 君 

 議  員  大 薮 豊 数 君    議  員  長 尾 光 春 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

職務のため出席した事務局職員の職、氏名 

 事務局長兼議事課長  石 黒 稔 通 君    副 主 幹  前 田 昌 彦 君 

 主  任  駒 田 寛 明 君    主  任  岩 田 智 史 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者の職、氏名 

 教育長               村   良 弘 君 
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 健康福祉部長            松 本 朋 彦 君 

 教育部長              梅 本 孝 哉 君 

 こども未来部長兼こども未来部保育課長 

                   貝 瀬 隆 志 君 

 

 生涯学習課長兼少年センター所長   可 児 孝 之 君 

 生涯学習課副主幹          安 藤 裕 美 君 

 

 参考人               生 駒 英 夫 君 
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午前９時31分  開 会 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長  お時間となりましたので、昨日に引き続きまして厚生文教委員会

を開きます。 

 審査の続行の前に、ただいま当委員会への傍聴の申出がありました。傍聴

については、委員会条例第18条の規定により、委員長の許可を得た者が傍聴

することができるということになっております。 

 傍聴を許可といたしたいと思いますが、御意見はありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  御意見もないようでありますので、傍聴を許可し、あと傍聴人の

ほうから写真撮影の依頼がありましたけれども、許可といたします。 

〔発言する者あり〕 

○委員長  議場で許可を今回されているもんですから、今回、委員会のほう

でも許可という形にさせていただきます。 

 傍聴人の入室を許可いたします。 

 ただいま生涯学習課長より資料を配付したいとの申出がありました。配付

を許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  それでは、配付のほうをしてください。 

〔資料配付〕 

○委員長  それでは、昨日に引き続き厚生文教委員会の審査のほうを始めま

す。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議案第49号 令和４年度江南市一般会計補正予算（第５号） 

         第１条 歳入歳出予算の補正のうち 

          教育部 

         の所管に属する歳出 

 

○委員長  議案第49号 令和４年度江南市一般会計補正予算（第５号）の審

査を続行します。 
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 なお、昨日決定いたしました参考人の方の出席につきましては、午前10時

頃から出席していただくこととなっておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、質疑はありませんか。 

〔発言する者あり〕 

○委員長  昨日の委員外議員、長尾議員のほうから質問があった件に関して、

お答えのほうはできますか。 

○教育部長  過去に今回と同様なケースで上程されたような案件があるかと

いうことでございますけれども、これにつきましては全庁的なものというこ

とであれば調査を行う必要があると考えますので、この場では申し上げるこ

とはできません。 

○長尾議員  昨日、それをお願いしました。やってください。 

 時間あったやないか、定時で帰りやがって。 

○委員長  部長、質問の意図は分かってみえますもんね。 

 という形で、長尾議員、今、見えている方で、質問をもう一度、申し訳な

いです。繰り返していただいてもよろしいです、昨日の質問。 

○長尾議員  今回、正しくない手続で上程の手続がされたということで、副

市長が謝罪されております。これと同様に正しくない手続がされて上程され

た過去の議案があったのかなかったのか、御確認をお願いします、全庁的に。

よろしくお願いします。 

○委員長  それに対して、もう一度いいですか。 

○教育部長  正しくない手続によって上程された議案ということなんですけ

れども、過去においてで全庁的にとなりますと、やはり十分な調査をしてか

らでないとお答えできないと考えますので、これにつきましては後日お調べ

して御回答をさせていただくということでお願いできないでしょうか。 

○長尾議員  では、最終日の議決前までに御提示ください。お願いします。

でなければ採決できません。お願いします。 

○教育部長  過去にということなんですけれども、ある程度期限のほうは、

過去といっても書類が残っているとかいろいろありまして膨大な量になると

思いますので、例えば過去３年とか、５年とか、そういう形で切らせていた



５ 

だくというのは可能でしょうか。 

○長尾議員  駄目です。江南市にある全ての書類を確認してください。過去

に一度も事例がないこと、今回初事例であるということは絶対に譲れません。

以上です。全て調べてください。 

○委員長  何で。 

○長尾議員  当たり前だ、そんなもの。初事例なんかないだろう。前例踏襲

主義……。 

○委員長  暫時休憩します。 

午前９時37分  休 憩 

午前９時51分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を再開します。 

 先ほど長尾議員から、全庁的に過去の不正に関して等々を調べてくれとい

う意見がありましたけれども、それに対して賛成か反対かで決を採らせてい

ただきます。 

○宮田委員  確かに今回の問題は、私、昨日も再三言ったんですけど、社会

的関心が高い非常に重要な問題だと思っています。そういった観点でいって、

今、委員外議員の長尾議員が言うのはもっともだと思っているんですよね。

今、委員の掛布委員がおっしゃったように、過去のものをとやかくというこ

とは到底無理な話ですから。 

 長尾議員がおっしゃるのは、あったかなかったかだけなんですわ。それを

どうして、それが必要かというと、これが江南市の今までのあしき風習であ

るんであれば、ここで未来に向けて正すための一つの材料だというふうに私、

捉えたんです。ですから、昭和29年からというのは私も暴論だと思います。

なので、やっぱり期間を区切って、今回はたまたま教育部で起きた事例にな

るんで、教育部だけのほうでやられたらどうかと思います、私の意見として

は。 

○委員長  暫時休憩させていただきます。 

午前９時52分  休 憩 

午前９時56分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を再開します。 
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○掛布委員  すごい問題にされたいお気持ちはよく分かるんですけれども、

まだ議案の採決前ですので、謝罪された決裁手続に持っていくための不備で

すね、不備というか、それは正すことはできますので、執行の前にね。きち

んと後世の記録で、こんなことやっていたのかと言われないように、きちん

と検証に耐えるだけの修正はできますので、まだ可決していないので。だか

ら、そういうことをしていただくという、前に進む議論で、私は改めて過去

に遡って、職員の皆さんが、少ない職員の皆さんで本当に大変な思いで働い

ていただいている職員を、この業務でさらに仕事を増やしていただくという

のは、あまり賛成はできません。 

○委員長  分かりました。 

 それでは、ほかはありますか、ちなみに。 

○宮地委員  私も掛布委員の言われるのはもっともだと思います。また、あ

まりにも過去にこだわり過ぎるという、処理上のミス、そういったものはあ

るかないかといったら分からないんですけれども、それこそ調べなきゃ。全

庁にまたがって全部調べるということも、可能ではあるだろうけれども、か

なり時間を費やすし、今、厚生文教委員会に付託された議題、それにのっと

って前向きに進んでもらわないと、あまりにも過去にとらわれ過ぎて、こう

いうことはなかったのか、あったのかとやるのも、いいかもしれないけれど

も、掛布委員がさっき言われたように、今の議題というものは、修正するべ

きところは修正する方向に今向かっているはずですので、それを、言葉は悪

いですが、根掘り葉掘りという言い方はあれですけれども、そういうのを避

けて、この委員会メンバーの中で一遍、この方法がいいのかどうか、採決を

採るとあれかな。 

○委員長  今、採決を採るという話まで来ていますんで、皆さんにその前に

意見を聞いているだけの話なので。 

○宮地委員  一応、委員会の中で採決を採ってもらいたいですね。でないと

前へ進まないです。 

○委員長  今回の件はかなり重労働というか労力的に大変だという話もあり

まして、私もそこに関して、どれだけの労力が要るのかなというのは分から

ない状態でしゃべってしまって申し訳ないですけれども、先ほど言ったみた
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いに、委員の中で採決のほうを採らせていただきます。 

 先ほどの長尾議員の調べてくれという意見、質問に対して賛成の方、手を

挙げてください。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長  じゃあ残りは反対の方。反対多数という形なんで、今回は申し訳

ないですけれども、調べることはできないという形で委員長判断となります。 

 そこで、さらに傍聴の申出がありました。２名さらに追加で傍聴の申出が

ありました。委員会条例第18条の規定により、委員長の許可を得た者が傍聴

することができるということになっております。 

 傍聴を許可したいと思いますが、御意見はありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  意見もないようでありますので、傍聴を許可し、傍聴人の入室を

許可いたします。 

 暫時休憩します。 

午前10時00分  休 憩 

午前10時03分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 それでは、本日は参考人として生駒英夫さんに御出席を得ておりますので、

お入りいただきたいと思います。 

 この際、参考人、生駒さんに一言御挨拶を申し上げます。 

 本日はお忙しい中にもかかわらず、さらに今日お仕事ということを聞きま

して、それを休まれて来られたというふうにお聞きもしております。本委員

会のために御出席をいただき、誠にありがとうございます。委員会を代表し

て心から御礼を申し上げますとともに、忌憚のない御意見をお述べくださる

ようお願いいたします。よろしくお願いします。 

○参考人  よろしくお願いします。 

○委員長  早速ですが、議事の順序等について申し上げます。 

 参考人、生駒さんから御意見があれば述べていただき、その後、委員の質

疑にお答えいただくようお願いいたします。 

 それでは、参考人生駒さんから、このたびの議案第49号 令和４年度江南



８ 

市一般会計補正予算（第５号）の久昌寺の解体工事一時中止に伴う一連の事

項について、御意見があれば述べていただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

○参考人  御指名いただきましたので、お話をさせていただきたいと思いま

す。 

 改めまして、生駒英夫でございます。よろしくお願いいたします。 

 では、まず初めに、河合先生が３月末にお亡くなりになられたと、このよ

うにお聞きしております。河合先生には、2014年にミクロネシア旅行に御一

緒させていただいて、それ以来のお付き合いをさせていただいております。

今回の河合先生がお亡くなりになられたということは、この久昌寺のことに

も大変骨を折っていただいておりましたので、大変残念に思っております。

河合先生がつくっていただいた道筋をまげて泥を塗るようなことは私はでき

ませんので、しっかりとした対応をしていきたいと、このように思っていま

す。 

 では、中身のほうに入ってまいります。 

 久昌寺の解体工事の中断について、これまでの経緯について、私が知って

いることをお話しさせていただきます。 

 当初、解体工事は４月から始める予定でございましたが、工事会社の方と

江南市との調整が行われる中で、工事開始が５月９日からと変更になってご

ざいます。もし当初のとおり工事が４月中に進んでおれば、また今回のこと

は違った形になっておったかなあということは思います。 

 ５月９日に、その後の予定どおり工事が開始されたんですが、早々12日木

曜日に市長から電話をいきなり頂戴しました。その際に、工事を一時中断し

てくださいということをお願いされました。私の思いとしましては、もう工

事がスタートしていますので、工事を中断しないで解体工事を続けるという

ことで変わりはないんですけれども、中断ということが古い木材の調査が理

由ということを聞いていましたので、江南市が全て負担いただけるようであ

れば、工事の中断をしても構わないということで述べさせていただきました、

そのお電話では。 

 加えて私は、念押しなんですが、工事を中断して追加調査を行う必要はな
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いとお伝えしております。その理由としましては、私は江南市内に40近い指

定文化財を保有しております。また、私の住まい名古屋市には、古くは織田

信長の書状から豊臣秀吉の書状であったりと、天正年間以前のもので一般的

に価値があるであろうというものを多く保有していますので、今回の天正年

間の木材かもしれないというものが出てきたからといって、私には積極的に

残す意思はございませんということを、この電話ではお伝えさせていただき

ました。その電話を受けて、市長には何となく私の意向というのは御理解い

ただけたかなあというのは感じております。 

 しかしながら、翌日13日に、これは昼頃に市長からお電話がありました。

内容としましては、非常に急ぎの様子で、本日中に面会がしたいという連絡

でございました。当初は私、月曜日は無理かということを市長に御提案させ

ていただいたんですが、ちょっとそれは厳しいということを市長がおっしゃ

られましたので、私も急な決断だったんですが、この13日の15時に伺います

ということでお返事をさせていただきました。このお電話で感じたことは、

その前日、12日のトーンと若干市長が変わられたのかなと。具体的には、中

断して調査をするという意向が市にあるのかなという認識が、私はその電話

では印象を受けました。 

 お電話をいただいた後、お約束の15時ちょっと過ぎに市長とお会いをさせ

ていただきました。急遽呼び出されたこともございまして、私も移動する車

の中で手書きで中断して調査をするための条件というものを作成しました。

これはなぜ車の中で作成したかというと、12日は市長はあまり乗り気じゃな

いのかなと、乗り気じゃないというか、そういう意向はお持ちじゃないのか

なと思ったんですが、13日の急遽来てくれというお電話のニュアンスが、こ

れはどうも残す方向かなと、調査したい方向かなというのを私は感じました

ので、事前に車の中で、汚い走り書きなんですが、話が進むように条件提示

をできるようにと思いまして、手書きで作成をしました。 

 お会いして、その手書きの条件書を秘書課の方にコピーしていただいて市

長にお渡しいただいて、お話を進めさせていただきました。お話というか打

合せを進めさせていただきました。この中では、条件書にあるとおり、どう

しても中断するのであれば、江南市の責任において、費用負担において実施
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してくださいということで合意したと私は考えております。認識しておりま

す。 

 この打合せでは、工事中断をして調査を進めるという結論には至らなかっ

たんですが、保留といいますか、ちょっと考えさせてくださいということで、

市のほうがですね、ということで解散をしました。その後、同じ13日の夕方

にお電話がありまして、この条件をのみますと。ついては工事を中断してく

ださいということを言われましたので、翌日の14日から御指定いただいた19

日 ―― 14日から19日というのは御指定をいただきました ―― まで工事を

止めるということ、その間の３日間調査をするということでお話をいただき

ました。 

 私としましては、その条件書のとおりであると、実際そういった行為も行

われていますので、条件書のとおり進んでいるという認識の下、受け止めま

して、工事会社のほうにも、そのようにお伝えをしています。 

 少し日にちは飛ぶんですが、５月18日に生涯学習課、可児課長宛てに19日

から工事を再開してもいいですと、20日以降の工事再開について御連絡をく

ださいと連絡したところ、可児課長のほうからは、追加、さらにこのまま延

期、24日まで中断を延期してくださいというメールが届いております。私も、

このような依頼でございましたので、江南市のほうで追加調査なり、あるい

は検討なりをされるんだろうということで、協力しなきゃいけないなと思い

まして、24日まで中断するというお願いを聞きまして、工事会社のほうにも、

申し訳ないけど協力してくれということで連絡をしました。 

 次に、20日ぐらいだったと思うんですけれども、24日まで工事を中断する

ということで、少し日にちが長くなりますので、工事の条件のほうには、工

事延期に伴う損害金、あるいは逸失利益が発生した場合、江南市が支払いを

してくれると、してもらうということで言われていましたので、そういうこ

とを伝えていましたので、弁護士からちょっと指摘が入りまして、指摘とい

うかアドバイスが入りまして、これを書面でもらってくれということを言わ

れましたので、可児課長に確約書と、金額はまだ未定なんですが、この一連

の工事中断及び調査に係る費用というものを江南市が負担しますという確約

書をくださいということを申しました。ただ、一旦は出すことはできないと
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いうことを言われたんですが、私のほうでも、何か様子がおかしいなと、こ

の頃からちょっと思いまして、メールでもう一度確約書をくださいというこ

とを申し上げんですが、結果的に支払いますという確約書は頂けませんでし

た。 

 今にして思えばということになるんですが、ちょうどこの24日というのは

議員説明会だと聞いておりました。ですので、議員説明会での反応で、何か

手続がおかしくなっていったのかなという印象が私のほうにはございます。 

○委員長  すみません、ちょっと静かにしてもらっていいですか、そこ。ご

めんなさい。 

 どうぞ、申し訳ないです。続けてください。 

○参考人  あと、この支払うということについてなんですが、私は結果的に、

私は文書で出したんですけれども、口頭のような感じになっているんですけ

れども、先日、ある議員さんから教えてもらったんですが、江南市が支払う

ことを確約するということは、議会にて承認がされるということと同じ意味

であるということを知りました。必ずしも議会を通して云々という段取りは

私は知らなかったもんですから、このように教えてもらいました。その中で

私は、議会の承認がなければ確約書を出すことができないとしか聞いていま

せんでしたので、可児課長からは、お金云々の話の前に、確約書を出すとし

たら議会の承認を得なきゃいけないということをこのときには言われました。 

 そういう、私もこういった意思決定の過程というものは詳しく知りません

ので、こういう段取りがあれば、あらかじめもうちょっと丁寧に説明をして

ほしかったなあという思いはございます。例えばその説明があれば、その説

明というのは議会の承認を経て確約書を出すというお話があれば、そもそも

弁護士から確約書をもらってくれというお話もなかったもんですから、私、

２回お願いしたんですけれども、その必要もなかったなと。６月に入らない

と確約書がもらえないということが分かっておれば、その必要もなかったな

あというのが今の思いでございます。 

 あとは、日にちがずっと飛びますけれども、６月21日、今週ですね、可児

課長から工事会社のほうに、議会で認められなければ約305万円の支払いは

しないと、突然そのような御発言、お話があったようです。工事会社の方か
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ら私はその旨聞きました。しかも、その工事会社のほうには、可児課長がお

っしゃるには私に……、工事会社の方に、私に工事の一時中断をお願い……、

私というのは生駒ですね。生駒に工事の一時中断をお願いしただけで、支払

いの確約は一切していないと。あくまでも無理やり工事を止めたのではなく、

お願いさせていただいただけと言われたそうですと。ということだけという

ふうに工事会社の方に言われました。 

 そこでまた１つ思ったのは、これはそもそも工事会社の方は、関係はある

んですけれども、直接江南市とのやり取りの中では関係ございませんので、

なぜ江南市と久昌寺側、私どものお話、支払う支払わないという話を先に工

事会社のほうにしてしまうのかなと。こういった段取りだとか、初めから事

ありきなのかよく分からないのですが、そういったところには、課長のほう

には大変申し訳ないんですが、ちょっと不信感というのは出ております。 

 そういったことがありましたので、５月13日、市長と可児課長と面談をさ

せていただいたんですが、その際にお渡しした手書きの条件書というものは

結局何だったのかなと。受けておいて、進めておいて、後からこれはできま

せん、あれは違います、確約できませんというふうに言われましても、当然、

久昌寺側も大変困りますし、ひいては工事会社の方も大変困りますので、こ

の辺りにはちょっと不信感といいますか、もうちょっと誠実に分かりやすく

対応いただきたいなという思いがございます。 

 あえて、これはきつい言い方をさせていただきますと、非常に簡単に申し

上げますと、支払うと言って私どもは協力をしました。江南市が損害金につ

いては支払うということで協力をさせていただきました。今になって支払う

とは言っていないと、あるいは確約できないということを言われますと、ち

ょっと詐欺に近いような話じゃないかなという認識すら、私もそうですし、

久昌寺関係者は思っております。もしお支払いいただけないと、久昌寺側、

私どもが損害を被る、今でいうと305万円ですね、被りますので、これはさ

すがにひどい対応じゃないかなというのは思いますね。 

 あと、議会で決めるということを課長のほうから５月末ぐらいからさんざ

ん言われておるんですけれども、私は先ほど申し上げたように、この意思決

定の過程というのは存じ上げませんので、そもそも関係ないんですね。関係
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なく、議会で決めるという話も聞いていませんでしたし、関係ないもんです

から、速やかに正しい意思決定によってお支払いいただくと。お支払いの時

期は９月末で結構なんですけれども、お支払いを確約いただくという手続を

やっていただきたいと、このように思っています。 

 私はあくまでも９月末までにと条件のほうに書きましたけれども、補償金

は別に支払っていただければ、それで結構でございますので、江南市の職員

の皆様には誠意ある対応をしていただけるように強くお願いしたいと思いま

す。以上でございます。 

○委員長  ありがとうございました。以上で、参考人、生駒さんからの御意

見は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 なお、念のため申し上げますが、江南市議会委員会条例第28条３項の規定

により、委員に対しては質疑をすることができないことになっていますので、

御了承願います。 

 なお、参考人の方は挙手の上、委員長の許可を得て発言していただきます

ようお願いいたします。 

 それでは、質疑をお願いいたします。 

○宮田委員  では、質問させていただきますが、その前に、委員長からもお

話がありましたとおり、本日はお仕事をお休みになられてまで、こちらのほ

うにお越しいただき、さらにそれが江南市の委員会だけで裁き切れないとい

う言い方も変ですけれども、解明できない部分をわざわざお越しいただいた

上でお聞きするという形を取っていただきまして、誠にありがとうございま

す。 

 さらに、私、今、江政クラブに所属している議員として、前会長である河

合会長のお話をしていただいたことを非常にうれしく思います。どうもあり

がとうございます。 

 今、詐欺行為というようなお話が出てきたんですけれども、私が今、聞い

たところでも、払う条件で中断をしておいて払えないというのは、詐欺かど

うかは分からないんですけど、詐欺行為に近いのかなという印象を取りあえ

ず受けました。今のお話では受けました。 
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 それも踏まえまして一点一点お尋ねしていきたいと思うんですけれども、

大きく分けまして２つの項目について質問させていただきたいと思いますん

で、よろしくお願いいたします。 

 まず１点目、工事中断に至る経緯についてをお尋ねいたします。 

 ５月12日は、市長から電話で工事の中止をお願いされたということでした。

迷うことなくお断りしたということでよろしかったでしょうか。 

○参考人  私のほうからはお断りしておりません。私からは、当方には必要

ないと、先ほどの理由から必要ないということをお伝えしました。 

 加えて、当方ではお金は出せないけれども、江南市が残したいという意思

があって、その負担費用ですね、これが江南市が持っていただけるというこ

とであれば協力しますよという旨、お伝えをしました。 

○宮田委員  ５月13日に電話がかかってきて、市長のほうから面会したいと

の連絡をもらったということは、これはそのまま正しい解釈でよろしいでし

ょうか。 

○参考人  そのとおりでございます。 

○宮田委員  先ほどもお話がありましたように、中断は必要はないけれども、

中断に対しては協力するということだったようですけれども、念押しなんで

すけれども、そのような解釈でよろしかったでしょうか。 

○参考人  そのとおりでございます。 

○宮田委員  そういたしますと、13日の15時時点では、生駒様のほうから条

件書を提示した上で、これをのんでいただけるんであれば中断には同意いた

しますということで、そこでは回答が出ずに生駒さんのほうにはお帰りいた

だいたということでよろしかったでしょうか。 

○参考人  そのとおりでございます。条件を提示して、その場で回答が出な

いということでしたので、一旦帰りました。 

○宮田委員  その後、帰宅され、どうでしょう、夕方ですから15時、16時ぐ

らい……、18時ぐらいのことかなとは思うんですけれども、ここで電話がき

て、江南市から改めて工事中断の依頼があり、江南市で条件を受け入れるこ

とを確認し、工事の中断を決めたということでよろしいでしょうか。 

○参考人  そうです。 
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○宮田委員  江南市では、工事の一時中止をお願いしただけで、支払いの確

約までは一切していない。あくまでも無理やり工事を止めたのではなく、お

願いをさせていただいただけと、先ほどそんなようなニュアンスで私は受け

止めたんですけれども、実際に市長さんとの面会の場で、どのように言われ

たと認識されていますでしょうか、覚えている範囲で結構なので。 

○参考人  少なくとも、今おっしゃられたような内容では言われておりませ

ん。こちらから条件書をお渡ししましたので、それについて当方の事情も含

めて御説明をしております。また、工事の中断の依頼があるときには、この

条件書の５番目でしたかね、常観寺の御住職、これが今、久昌寺の仮の住職

なんですが、こちらに必ず一報を入れてくださいということを私、申し上げ

ておりますので、これはちゃんと履行されていますので、そういった部分で

いうと、条件書をのんでいただいたという認識でございます。それを今にな

ってお願いしただけというのはちょっと困ります。 

○宮田委員  では、５月12日と13日で、市長の態度や雰囲気が全く違った印

象になったというような感じで私、印象を受けたんですけれども、何が原因

であると思われるでしょうか。生駒さんが感じられたことで、こんなことじ

ゃないかなというようなことがもしあれば、お話しいただいてもよろしいで

しょうか。 

○参考人  言えることは、明らかに12日と13日の市長の感触、これは異なっ

ていました。もし同じであれば12日で決着がついている話だと思いますので、

私も明らかにそのように感じました。 

 それで、可能性として私が思うのは、13日は市長と可児課長からそれぞれ

お電話をいただいております。このお二方が窓口となっておられるというこ

ともあるかも分かりませんが、このお二人から御連絡を頂戴しております。

お二人とも、ニュアンス的にはあまり積極的ではないなという印象は受けて

おります。そんな中で、方針が変わったり、ぐっと強引、強引といいますか、

短期間にぽんぽんと決定して進められたということについては、牧野議員の

ほうから、そういったかなりお話が強めにあったからじゃないかなというこ

とは思います。 

 理由としましては、牧野議員とも2014年からのミクロネシア旅行からのお
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付き合いといいますか面識なんですが、歴史ですとか久昌寺の保存について

はかなり積極的でございました。廃寺という方向で昨年決まっておりまして、

議会のほうでも、そのように決めていただいておったんですが、去年の秋頃、

東京のよく分からない業者が、久昌寺を保存して維持管理したいと言ってい

るということを牧野議員のほうから私に紹介がありまして、結果的にその業

者はちょっと怪しい業者ではございました。 

 その牧野議員と市長などが同席したところで、業者を交えて会食したこと

もございます。私は市長と牧野議員から呼ばれて、その業者の方と会食をし

たことがございます。ちなみにその会食の費用というのは私は負担してござ

いませんので、どなたが、業者と、私と、市長、牧野議員などの費用をお支

払いになったかというのは、私は分かりません。 

 この業者については、市民の代表の牧野議員ですので、私は当初、すっか

り信用をしておりました。しかし、これは結論になりますが、結果的にも詐

欺師だという判断を江南市はされたと私は聞いております。江南市が詐欺師

と判断したというふうに聞いておりますが、事前に身辺調査はしなかったと。

江南市は、身辺調査をして私どもであったり市民に紹介するルールはないと

いうことで、最後は突っぱねられたというとこもございます。 

 そういった牧野議員の、これは一例なんですけれども、結構、私の認識で

は強引であるだとか、久昌寺を私物化されておられないかなという認識があ

るんですが、そういったことから考えますと、今回の中断、調査の意思決定、

意思決定というか、なぜ市長ですとか可児課長が12日から13日に変わられた

かという辺りは、牧野議員の意見が反映されたのじゃないかなということは、

私としては、これまでの経緯がございますので、容易に推測はできます。 

 そこから考えますと……、あとごめんなさい、追加調査、17日、18日が中

断をしての追加調査でございました。このときに牧野議員が同行されたとい

うことを聞いております。その際に、久昌寺本堂内、本堂の裏にある物置か

ら、物置に古い籠があったと。それを牧野議員が、これは古いものだという

ことで市に寄贈してもらいなさいということをどうもおっしゃられたようで、

生涯学習課のほうが、その日のうちに引き取っていったということを聞きま

した。これもどうかなとは思うんですけれども、事後なんですね。勝手に持
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っていっちゃって、これ寄附、頂戴ねという話ですから、事後ですので、ち

ょっと私物化的な扱いを久昌寺及び私どもにされていないかなという思いは、

こういったところからもございます。 

 なお、この籠については、牧野議員が古いから寄贈というふうにおっしゃ

っただけであって、私は現物を見ておりません。どの程度の価値があるもの

か、どの程度古いものかというのも分かりません。寄贈するに値するものか

も分かりません。あくまでも牧野議員の一存だということで私は認識をして

おります。これが欲しいということでしたので、寄贈させていただきますと

いう回答をさせていただきました。 

 ですので、この久昌寺の籠の寄贈のこともありますので、一連のこのプロ

セスには、牧野議員が関わっていたんじゃないかなというのは、私としては

容易に思います。 

 逆に私のほうが、ここですみません、私のほうから質問をさせていただき

たいんですが、こういった牧野議員、久昌寺、あるいは私どもに対して、久

昌寺を私物化するような、私の意思を軽んじるような行動を数々これまでさ

れております。そんな中、牧野議員が私のことをメール魔だということを言

われているとお聞きいたしました。何を根拠に私がメール魔と言われるのか。

これは後ほどお聞きしたいと思います。以上でございます。 

○宮田委員  今、たまたまなんですけれども、東京の業者という話がちょっ

と出たんで少しお伺いしたいんですけれども、実は６月の一般質問の大薮議

員の質問の中に……。 

〔「議案質疑」と呼ぶ者あり〕 

○宮田委員  議案質疑か、ごめんなさい。昨年の令和３年の９月に、そうい

う業者さんとお会いしているというような内容の話が出たんですけれども、

そこは生駒さんも御出席されているということだったんですね。 

○参考人  そうです。 

○宮田委員  そこに、ごめんなさいね、牧野議員と、ほかはもし覚えがある

んでしたら、生駒さんと、牧野議員と、ほかのメンバーって、ちょっとお話

しいただいてもよろしいですか。 

○参考人  明確に覚えております。順番に、市長、副市長、牧野議員、都市
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整備部の野田部長、あと私、あと業者２名になりますが、＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。＿＿＿＿、＿＿＿＿＿、

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿

＿。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿、＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿。ですので、７人です。７人で会食

といいますか、おすしをいただきました。 

○宮田委員  覚えている内容で結構なんで、そのときはどんなような、生駒

さんが御出席されているということは、恐らく久昌寺関係の話だと思うんで

すけれども、ちょっとごめんなさい、話がずれるかもしれませんが、内容が

もし記憶の中におありでしたら、どんなような内容のお話だったとか、少し

お伺いしてもよろしいでしょうか。 

○参考人  久昌寺を再建するスポンサーが現れましたと。ついては……。 

〔「再建ですか」と呼ぶ者あり〕 

○参考人  はい、スポンサーが現れましたと。９月20日に結果的になるんで

すが、その日にお越しになられるということで、久昌寺で久昌寺の説明をし

てくれと言われまして、私はそこで参加をしました。以上です。 

○宮田委員  これが先ほど話のあった、後から話が出た、いんちき業者とい

うか、詐欺業者のような感じの会社であったというのが公述されたところで

よろしかったですね。 

○参考人  そのとおりです。 

○宮田委員  ありがとうございます。 

○掛布委員  すみません。急な参考人のお願いにもかかわらず、お忙しいと

ころ出てきていただいて、また詳細な御意見を頂戴いたしましてありがとう

ございます。 

 頂いた可児課長宛ての抗議文の１、２、そしてただいまの御意見を聞かせ

ていただいて大変びっくりして、驚いてちょっと信じられない思いで聞かせ

ていただいておりました。 

 江南市に対して大変な不信感をお持ちで、江南市は詐欺ではないかという

ような御発言もあって、本当に驚くしかない展開です。私の今までの、この

問題に関わってきた議員として、江南市は生駒さんの要望、13日の手書きの

※ 後刻取消し発言あり 

※ 
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交わしていただいた、その生駒さんからの要望の内容を一生懸命そのとおり

に実現させようということで、６月の補正予算にも上程をしており、そのた

めに議会の理解を得るために、本当に一生懸命、生涯学習課の可児課長をは

じめ部長、教育長をはじめ一生懸命動いておられて、私どももしっかりお約

束した以上は議会の責任で、これは払っていかないといけない予算だという

ことで、何とか可決したいなという思いで取り組んでおります。ただ、その

中で、このように肝腎要の生駒さんから市に対する不信感が語られ、さらに

抗議文まで出されているということで驚きましたので、若干、質問をさせて

いただきたいと思います。 

 それとあと、ただいま牧野議員との関わりについての御質問というか御発

言がありましたので、これは委員長にお願いですけれども、後から牧野議員

から弁明の機会をぜひ設けていただきたいと思います。 

 私からの質問ですけれども、すみません、抗議文の１の２行目の所に、20

日の議案質疑の議会中継を見ていた方から詳しく内容をお聞きしましたとい

うことで、私はこの議会中継を直接、生駒さんがネットで御覧いただいた上

で、ずうっと今回の一連の経過を理解されていると思ったんですけれども、

どうもここにどなたかから聞かれたという、１人中に入られて、そこでちょ

っと情報が、ひょっとしたらちょっとゆがめられて伝わってしまって、認識

の、市のやっている取組と生駒さんの思いの食い違いの原因がここで生じて

いるんではないかなという疑問が湧いてきました。 

 抗議文の２の出だしのところですけれども、１行目ですね。先日、依頼を

受け、認識が間違っているとお答えした内容について、市議会議員の方から

公文書開示請求で取得したメールにある記載が議会に提示された文書に反映

されていないとの話を聞きましたということで、ここにも市会議員の方が生

駒さんの認識に、かなりの影響を与える形で関わっておられるということが

分かりましたが、この市会議員の方、そして抗議文１の出だしにある詳しく

内容を聞かれた方というのはどなたなんでしょうか。お答え可能であれば、

教えていただきたいと思います。 

○参考人  特段隠すこともありませんので、大薮議員です。私のほうから聞

きました。 
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○掛布委員  ありがとうございます。 

○参考人  質問ですよね、質問のほうは。 

○委員長  お答えしましたね。 

○参考人  映像云々というのは私の父です。 

○掛布委員  ありがとうございます。 

 それで、もう一点ですけれども、この抗議文の１のところに出てきます市

のほうが、教育長が中継の中で、久昌寺所有者が一刻も早く違約金の支払い

をしてほしいと希望していることからというふうに教育長が答弁されたとい

うことなんです。それは視聴されたお父様からの情報で。でも、支払いとい

うふうには教育長も答弁されていないはずです。一刻も早く確約が要るとい

うふうに、生駒さんからのお約束文ですね、取り交わされた５月15日付のお

約束に基づいて……、その後ですか。メールでいただいた、５月24日付の生

駒さんからのメールにありました５月25日までに書面で買取り費用と追加費

用の支払いを書面で確約を御用意くださいという、この確約という言葉しか

教育長は使っていないはずなんですけれども、ここが支払いというふうに、

ちょっと擦れ違いが起きて、今回の市に対する不信感、私のいない場所で私

のせいにして工事を急がせたというか、手続をすっ飛ばして、こんなふうに

なってしまったのではないかと、こんなふうに理解をされてしまったのでは

ないかと思うんですけれども、この違約金の支払いをしてほしいという希望

する、これは確実にメモとかを取られた上での抗議文の文書なんでしょうか。 

○参考人  そのとおりでございます。支払いをするということは残っていま

す。記録として残っています。メモとしても残っています。 

○掛布委員  改めて後でまた教育長にも、本当に支払いをしてほしいという

ような言葉を議会でしゃべられたのかどうか。もしそうだったら、また教育

長にも訂正をしていただかなければいけなくなりますけれども。 

○参考人  ごめんなさい、今、私が質問の趣旨を間違えたかも分かりません。

教育長が確約と言われたのか、支払いと言われたのか、これは今、私、すみ

ません、存じ上げません。あくまで伝聞でございました。 

○掛布委員  先ほど牧野議員のお名前がいっぱい出てまいりましたので、ぜ

ひ委員長のほうから牧野議員に弁明の機会を、弁明というか与えていただき
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たいと思います。 

○委員長  内容確認です、ごめんなさい。 

 まず先に質問が続きますんで、ほかの質問。 

〔発言する者あり〕 

○委員長  弁明ではないですね、確認でございます。 

 まず、こちらの質問が途切れた後ですね。 

○宮田委員  続きまして、２点目の支払いの確約についてという部分につい

て質問させていただきたいと思います。 

 支払いの確約は、江南市では支払いを確約するとは言っていないと言った

と、言った言わないの言い訳をしていますけれども、手書きの条件書を受け

た時点で、江南市が支払いをする必要があることは認識していると昨日の委

員会審査で答弁されております。つまり、支払いを認識しているということ

は、条件を全て履行するということで、言葉では言っていなくても、確約し

たと捉えてよいと考えられます。 

 いま一度の確認になりますが、生駒さんの認識では、５月13日の条件提示

後に改めて電話がかかってきて工事中断をお願いされたタイミングで、支払

いが確約されたと認識しているということで間違いはないでしょうか。 

○参考人  全くそのとおりでございます。言った言わないというのは、意味

はないと私は思っています。そのような態度があるから、徐々に不信感を持

ってきたというところでございます。 

○宮田委員  生駒さんからお聞きしていますが、可児課長との電話交渉の中

で、生駒さんは９月30日までの入金を希望してみえます。それに対して、急

ぎになってしまうので、早めに金額のほうを教えていただきたいとせかせた

のは、生駒さんではなく江南市だと聞いています。間違いないでしょうか。 

○参考人  間違いないです。ちょっと補足しますと、まず当初言われました

のが、まだ24日で調査が終わるということが確定していない段階で、24日ま

での分を先に出してくれと。この分を先に支払いますと。もし24日から延長

になった場合、その分のお金というのはどうなるんですかと言ったら、また

その次に、私は具体的な順番は分からないです。当然24日以降も延長になる

可能性はあったと思いますので、それ以降はどうなるんですかと言ったら、
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６月定例会じゃないところでやりますというようなお話をいただきました。

なので、分割して請求です。 

○宮田委員  ５月24日のメールで可児課長に、25日までに書面で確約書をく

ださいと送付していたことが確認されております。そのメールの確認として

可児課長との電話でのやり取りがあったと聞いています。その中で可児課長

は口頭で、当然支払うのは間違いないが、書面で今の段階でお支払いします

ということは言えない。議会で認められないと書面として出すのは難しいと

言われた。ということで間違いはございませんでしょうか。 

○参考人  間違いないです。 

○宮田委員  支払うのは間違いないが、議会に認められないと確約の書面は

出せないと矛盾したことを江南市が言うから、生駒さんは江南市に不信感を

持っているということで間違いないですね。 

○参考人  そのとおりでございます。議会次第と言われましても、私は大変

困ります、議会の日程もあると思いますので。ただ、私としては、これは13

日の打合せで申し上げましたが、10月末に宗教法人を解散する予定でござい

ますので、９月末までにお支払いいただければいいと。その過程は、私は特

段こうてくれああしてくれというのは分かりませんので、問うていません。

以上です。 

○委員長  すみません、ここで、長くなりそうなので、一旦休憩を入れます、

15分間の。ごめんなさい、休憩後に再開します。 

午前11時00分  休 憩 

午前11時18分  開 議 

○委員長  それでは、時間ちょっと遅れましたが、休憩前に引き続き会議を

再開いたします。 

 ただいま参考人より発言取消しの申出がありましたので、これを許可した

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  それでは、発言を許します。 

○参考人  先ほどの私の発言の中で、会社名及び、その関係者の氏名を出し

てしまいましたが、その部分につきましては取消しをお願いします。報道の
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方につきましても、申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。以

上です。 

○委員長  ありがとうございます。 

 それでは、会議を続けます。 

○宮田委員  それでは、今、江南市では、確約の書面を早期に出すために、

ゆがんだ行政手続をしてまで６月定例会に補正予算の議案を上程して、今こ

のような審査を進めていますが、これをお聞きになって、率直なところどう

思われたか、お伺いしたいと思います。 

○委員長  もう一度どうぞ。 

○宮田委員  ごめんなさい、もう一度繰り返させていただきます。 

 今、江南市では、確約の書面を早期に出すために、昨日から審査されてい

るように、言葉は悪いですけど、ゆがんだ行政手続をしてまで６月定例会に

補正予算の議案を上程して、今このような審査を進めております。これをお

聞きになって、率直なところどう思われたかというのをお聞きしてもよろし

いでしようか。 

○参考人  私の思いとしまして、そもそも久昌寺をきれいに終わらせたいと

いう思いが第一にございます。その結果、私は廃寺という選択肢をさせてい

ただきました。でも、その中では何らトラブルなく終わりたいという気持ち

が大前提としてございます。 

 今回、この進めておられるやり方が正規のやり方ではないというようなこ

とであっては、私はそういったことで久昌寺の名を落とされるようなことは

やってほしくないという思いがあります。また、その過程で、何か私の意思

であるだとか、私が言った言っていないみたいな話で、私がちょっと抜けて

いるような男のように語られるようなことも私としては大変不名誉であり、

不快でございます。 

 ですので、今、思うことは、ごく普通に江南市の職員の方、あるいは市議、

市長様、ほかの方法、普通にやるという方法はなかったのかなあと思ってお

りますし、また今回のやり方がこれほど、私がここに来るとは夢にも思いま

せんので、そういったことになるということは、ちょっと一線を越えたこと

をひょっとしたらされたのかなという思いがあります。そこは正していただ
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きたいと思っています。以上です。 

○委員長  すみません、先ほどの生駒参考人の発言の取消しの件ですけれど

も、委員の皆様に私のほうから取消しを許すことに対する確認をするのを忘

れておりまして、今ちょっと時間が空いてしまったんですけど、先ほどの生

駒参考人の発言の取消しを許すことに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  発言の取消しを許可いたします。 

 それと、１つ、今ここに傍聴の申出が追加でございました。当委員会への

傍聴の申出がありました。傍聴については、委員会条例第18条の規定により、

委員長の許可を得た者が傍聴することができるということになっております。 

 傍聴を許可したいと思いますが、御意見はありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  意見もないようでありますので、傍聴を許可し、傍聴人の入室を

許可いたします。 

○参考人  あと、先ほどの質問の追加といいますか、１つ、私、思うところ

がありましたので追加させてください。 

 先ほど御指摘いただいた先日の議案質疑で教育長様が確約を急いでいる、

あるいは支払いを急いでいる、私、ごめんなさい、違いがあるかも分かりま

せんが、確約を急いでいるいとうことを理由に正規の手続を踏まなかったと

いうような発言されたという認識を私は持っております。 

 あくまで、ここで正しておきたいのは、私は一刻を争ってはおりません。

あくまでも廃寺、解散、これを10月末をめどにしておりますので、９月末ま

でにお支払いいただければ結構ですということでお話をさせていただいてお

りますので、その点、私からこの部分だけ支払いを急いでくれということは

ございません。業者の方にも、江南市から四千何がしという金額を支払って

いただいた後にお支払いするという契約でございますので、この305万円だ

け先に払ってくれということはございません。補足は以上です。 

○宮田委員  今のお話で、確約書を急いでいるとか急いでいないとかという

話、５月24日の時点で、25日に確約書が欲しいということを、弁護士先生と

御相談されて確約書を取っておいたほうがいいというような御指導があった
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ものだと推測するんですけれども、そこで市役所に対して、その話をした際

に、先ほどもお話の中にありましたとおり、行政手続によって、こういった

手続を踏んでいかないと確約書は出ないんだよという説明が生駒さんのほう

にあれば、生駒さんのほうも、またその旨を弁護士と相談した上で、確約書

というのは書面では出せない、ひいては議会の承認がないとそういった確約

はできないということをお聞きしているもんだからということで弁護士先生

とお話ができたと思います。そんなようなことで、我々はそうやって解釈す

ればよろしいでしょうか。 

○参考人  そうですね。これは結果論としてですけど、そのような結果にな

っているという認識です。ちょっとごめんなさい、僕、言葉がうまくあれな

んですけれども、そもそも論として、13日の打合せ、このときに市長は調査

に２か月ほどかかるということをおっしゃられました。それに対して私なり

の意見というのを申し上げたんですけれども、要は調査が、まさか１人の方

による２日間の調査で終わるということはそもそも想定していませんので、

私も金額はいつ定まるかというのは分からないんですね。調査、物によって

は１か月、２か月調査にかかるというものもあるかと思いますので、なので

その辺は柔軟に対応させていただきますということを伝えた上でです。それ

が今回、結果的に305万円になったと。市としても24日で終わると、閉める

ということでしたので、結果的にその金額だったんですけれども、それ以前

は当然、むしろ私は１名で２日間の調査で結果を出していいのかなと考える

ほうですから、市長が当初おっしゃった２か月というのも当然だろうなとい

う認識はありましたので、大まかな意味で江南市が負担するという確約をく

ださいと。６月定例会云々で幾ら幾ら確約をくださいという話ではないです。

以上です。 

○宮田委員  大変長い質問をさせていただきまして、どうもありがとうござ

いました。質問のほうは以上にさせていただきたいと思いますが、感想と要

望だけ少し述べさせていただきたいと思います。 

〔「感想と要望はちょっと後にしたらどうですか」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  ほかに質問はありますか。 

○掛布委員  今の宮田委員の詳しい御質問を聞いた上ですけれども、今の確
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約の捉え方が、どれほど長い中断かという、そこのところの認識のずれから

生じている。そして、また予算が通らない限り確約書が出せないというシス

テムそのものも、あまりよく御認識がなかった、説明がなかったということ

もあって、今回の食い違いの江南市に対する不信感というのが生じたという

ことは非常によく分かりまして、ありがとうございます。 

 それで１点お聞きしたいんですけれども、抗議文の中で気になるのは、事

務的手続が正しく行われないというのが繰り返し抗議文の１に出てまいりま

す。議案質疑の中で、そのようなやり取りもあり、実際に事務処理上のミス、

手続上のミスということで、副市長や教育長も謝罪をされておりますけれど

も、申し上げたいのは、委員会の中で、本当にこれが法的に問題があること

なのかということを顧問弁護士に確認を取りましたところ、法的に何ら問題

がないという、顧問弁護士については問題がないという、市の顧問弁護士の

結論になっております。ただ、もう片方の弁護士によれば、それは問題だろ

うと、最終的には裁判で決着をつけるしかないという、そんなような弁護士

の見解もあるようですので、ぜひそのことを御意見として申し上げておきた

いと思います。 

〔「意見は後だって言ったのに」と呼ぶ者あり〕 

○掛布委員  ごめんなさい、お聞きしたいと思います。すみません。 

○委員長  ほかに質問はありますか。 

○岡本委員  今日は本当にありがとうございました。 

 正しい正規の手続という中で、金額の確定した請求書を出していただいて

いると思うんですけれども、そこが本来、見積書であるべきであろうと言わ

れているんですけれども、ちょっと確認なんですが、見積書というものは頂

いているものでしょうか。 

○参考人  見積書は頂いておりません。ちょっと補足しますと、要は先ほど

申し上げた調査期間がどれだけかかるかだとか、あと残すものによって解体

の工法、これが変わることが想定されましたので、江南市の結果をもってで

はないと出せないという認識で私もおりましたし、業者の方も同じ認識でい

らっしゃいました。 

○岡本委員  ありがとうございます。 
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 それでは、つけられた請求者をもって見積書の代わりであるという認識で

よろしいでしょうか。 

○参考人  そのとおりで結構でございます。 

○岡本委員  ありがとうございました。以上です。 

○委員長  ほかに質問はありますか。 

 牧野議員から本件に関して委員外議員として発言したいとの申出がありま

すが、会議規則第117条第２項の規定により発言を許可することに御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  御異議もないようでありますので、委員外議員としての発言を許

します。 

○牧野議員  ありがとうございます。 

 生駒さん、お久しぶりで、こうしてお話しできて本当にうれしく思ってい

ますし、よく今日来ていただきまして、ありがとうございました。 

 最初、ちょっとぶしつけな質問をさせてもらうことをお許しください。 

 抗議文１、２というタイトルで、令和４年６月22日の日付で出されており

ますけれども、生駒さんは昨日、厚生文教委員会が開かれることをどのよう

にしてお知りになったのかをお尋ねいたします。知らなかったなら、知らな

かったで結構です。 

○参考人  知りませんでした。 

○牧野議員  それでは、６月22日の抗議文とされた理由は、明確に言ってい

ただけますか。質問ですとか、調査依頼とか、疑問とか、そうふうにせずに

抗議とされた思いを少し言っていただけますでしょうか。 

○参考人  ６月21日に、業者のほうに可児課長のほうから支払うと確約して

いないというお話がございました。それを業者の方から私に報告がございま

して、私が可児課長のほうにメールで、これはおかしいんじゃないですかと、

話が違うんじゃないですかということで、翌日の午前中を締切り、ですから

22日の午前中を締切りに回答を求めました。私は２つ質問をさせていただき

まして、その２つの質問の回答を22日の午前中と期限をつけて、課長のほう

にお送りさせていただきました。結果として、その回答が私としては不服で
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ございましたので、22日午後、抗議文として出させていただきました。 

○牧野議員  それで、抗議文２のほうで議員からというのは大薮議員とおっ

しゃいましたが、抗議文１の先日議会中継を見ていた方からというのは、議

員でしょうか、市民でしょうか。 

○委員長  先ほどお父様というお答えをされました。 

○牧野議員  議員じゃなしに、同じ質問で失礼しましたが、どうぞ。 

○参考人  私の父でございます。 

○牧野議員  ２番は議員と書いてあるけど、１番目、抗議文の１は中継を見

ていた方からというのも議員ですか。 

○委員長  お父様ということで。 

○牧野議員  お父様か。分かりました。 

 それで、もう一度私も同じ、皆質問は一緒ですけれども、議会の承認を得

なければ、大至急支払うことの確約書はできないということは認識され……、

今日されたんですか。前から聞いておられたんですか。大早急にというふう

に確約書をくださいとメールの結論が来ておりますけれども。５月24日、朝

７時37分の結論で、追加費用を遅くとも９月末日までに払うと確約いただく

旨、大早急に書面で頂けないでしょうかという。この大早急、書面というの

は、議会の承認が得ないと出されないということは、いつお知りになりまし

たでしょうか。 

○参考人  議会云々ではなくて、江南市がどのような意思決定で、いつ支払

われるか、私は分かりませんが、弁護士のほうから、こういったものは書面

で確約をもらっておけということを言われました。 

○牧野議員  おっしゃったとおりですね。分かりました。 

 ちょっと私の名前がいっぱい出ましたので、どういうふうに答えたらいい

か分かりませんが、この抗議文どおりの順番で簡単に答えますので、牧野牧

野と10回ぐらい言われましたので、それなりにお答えしたいと思います。 

 生駒さん、ちょっと聞いておってもらいたいんですが、この抗議文１なん

ですが……。 

〔発言する者あり〕 

○牧野議員  質問なんで、牧野牧野と言われたんで、これは弁明ですが。 
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○委員長  牧野議員、質問のほうでよろしいですか。 

○牧野議員  じゃあ質問でいきます。 

 じゃあ質問１ですが、抗議文の下から３行目です。牧野議員がだと思いま

す、消してありますが。寄贈を受けたほうがよいと言い持ち帰ったが、寄贈

してもらえるかと事後に言われたものを了承したものですと。これは誰から

聞かれたんですか。私、全然そんなことしていませんけれども。 

○参考人  生涯学習課の可児課長からお電話で、その話をいただきました。 

○牧野議員  これは分かりました。可児課長が、私が実は当日現場に立ち会

っておりまして、その理由もまた言いますけれども、古い籠が出てました。

１つはかなり壊れていましたが、多分これは昭和初期の竹籠で編んだ、昔の

小さな50センチ角ぐらいのこうりですが、江南歴史民俗資料館には、そうい

う昭和初期の農具とか民具がいっぱいありますので、そこに置いたらいいか

なあと思って、生駒さんに聞いて、よければ歴史民俗資料館に寄贈いただけ

ないかということは言いましたけど、私が持ち帰っただとか、どうかしたと

いうことは全くありませんので、そこで多分、可児課長が電話をして承認を

得たものだと思いますが、この文章ですと、事後に言われたものを了承した

というのは、事後に、牧野が持ち帰ったから、それでよかったかと可児課長

から言われたんですか。 

○参考人  持ち帰ったのは、私は可児課長、生涯学習課だという認識でおり

ます。持ち帰ってきちゃったが、寄贈をしていただけるかと。その申請書類

はこちらで用意して、また送りますということを言われて、分かりましたと

いうことで了承をさせていただきました。 

○牧野議員  文章的には、私も持ち帰っていないし、実は可児課長も持ち帰

っていないんだけど、いいと持ち帰ったがということで、この文章は多分誤

解だと思いますので、また後から詳しく、これは本質とは外れますんで、多

分、お互いの誤解に基づく文章だと思いますので、これはこういうふうに私

は思っています。 

 それから、次の抗議文２のほうへ入ります。 

 抗議文の２の質問ですが、下から10行目ぐらいに、さらに牧野議員の関わ

り方がよく分かりませんということで、なぜ調査に来たかということですが、
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これは私の弁明になりますが、新聞に載っておりました。５月14日ぐらいの

新聞に、あしたから工事を中断して17日から19日まで調査すると。私はその

記事を見て、実は生涯学習に調査しますかと、調査するということで、私の

個人として立ち会ったというものですから、これは新聞で公表されています

ので……。 

〔「どこの新聞」と呼ぶ者あり〕 

○牧野議員  はい、新聞に載っていますので、多分、読売か何かだったよね、

５月14日の。 

〔発言する者あり〕 

○牧野議員  14日。多分、13日ぐらいに中断で、14日ぐらいに読売さんが書

かれて、工事が中断して17日から19日まで調査すると新聞記事を見て、議会

事務局ですけど、それで確認をして見に行ったということでございますので、

誰でも行けるものだと私は認識しております。 

 生駒さん、そういうことですが、よろしかったでしょうか。 

○参考人  ここには２つの意味がございまして、１つは純粋に、私は市議会

議員だけで、市議会議員の方の中では牧野議員だけが立ち会われたというこ

とを聞いていましたので、それはなぜかなという疑問は普通にありました。

それが１つ。 

 もう一つ、何でというところには、牧野議員には思い出していただきたい

んですが、昨年12月に牧野議員の意向を受けて久昌寺には出入り禁止とさせ

ていただきました。なぜ久昌寺の本堂のほうまで、また入られたのかなと。

これは、この議会とは別の部分で、個人的にということになるかも分かりま

せんが、やりたいと思っています。 

○牧野議員  出入り禁止の話は、また別個にしたいと思います。 

 それから、抗議文２の下のほうですけれども、私は下から３行目、牧野議

員はかねてより、あの木材が欲しくてと書いてありますが、私は別に欲しい

わけじゃありませんけれども、生駒さんともよくお話をして、何とかあの古

材を使った信長・生駒の方の資料館というものを少し造って、木を使って、

いずれ造りたいなということで、生駒さんも同意されて、それを残すと。こ

れ今見ましたら見積書も取られますと、本当にありがたいと思いましたけれ
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ども、そんないきさつがあったことを私もよく覚えておりますので、私は久

昌寺に関しては、全部壊すというのももったいないから、一部部材を残した

いなという思いがあったことは事実でございます。多分、これは生駒さんも、

そういう意向だったと思いますが、どうでしょうか。 

○参考人  私自身は、本当に古材にはあまり関心はなかったです。理由とし

ましては、ああいったものは非常に面積を取る、あとは重量があるものでご

ざいますので、維持管理が大変だという認識がまずございました。 

 また、再利用ができるかどうかということも、私は考えに及びませんでし

たし、その意向もありませんでした。 

 見積りについては、牧野議員の御友人の会社のほうで、牧野議員の指示と

いいますか、ここで取ってねということで、御友人の会社で倉庫の見積りは

取りました。以上です。 

○牧野議員  核心部分で、ちょっと分かりにくかったですけど、ごめんなさ

い。 

 最後のページに行きたいと思います。私の名前が出ます。実は私は、５月

13日に市長とお会いしました。ちょうどそれは議会最終日で非常にもめてい

たときで、そう長くはお話しできませんでしたけれども、調査でひょっとす

ると国の重要文化財になる可能性があると、調査すべきだという資料を私は

ある方から頂きまして、その内容を見た上で、これは調査したほうがいいん

じゃないかなということは申し上げましたが、市長は検討するということで

出てまいりました。その後、いろいろあったことは、今日、今お話があって

進んだということは分かりましたが、私がお会いしたことは事実でございま

す。 

 私の強い要望でというふうに書いてありますけれども、そういうことでは

ありません。これは主観的な話で、生駒さんがそういうふうに取られるのは

仕方がないかもしれません。私は一議員として、江南市の文化財保護委員か

ら、こういう答申書が出てきた以上は、一旦調査されたほうがいいんじゃな

いかなという意見は申し上げました、ちょっと僭越かもしれませんが。あと

は市長が検討するということで、各内部で話されて決められたということだ

と今でも認識をしております。以上でございますけれども、これが抗議文に
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つながるかどうかということは、私としては抗議という意味では不本意な感

じがしている。以上でございます。 

 あともう一つ、名前は消されましたけれども、東京の方が来て生駒家の久

昌寺を再建していくと、保存するという意向がありました。私は、それをあ

るしかるべき国の大臣から電話がありまして、直接ございまして、生駒さん

が私から、市議会議員から紹介された人だから信用されたというのも分かり

ますし、私は本当に大臣から直接私の携帯に電話が入りましたので、信用し

ました。この話は、しかし生駒さんにお伝えして、みんなにお食事もして現

場を見たけど、生駒さんは取り壊すんだという強い意志を示されましたんで、

私はこれはもう無理ですよと言いました。ところが、その東京の方は、生駒

家には負担をかけなく、全額、数億円ですよ、多分、数億円かかるけれども、

何とかお金を集めて維持したいという強い思いでおられましたんで、２回私

はお会いいたしました。しかし、２回目のときに、誰からか分かりませんが、

すごい怪文書が来まして、この東京の人は詐欺師の疑いがあるということで、

私、びっくりしまして大臣に確認をいたしました。そうしましたら、大臣の

方は、ある新聞記者から紹介を受けて紹介しただけだと。実は私に電話があ

ったのは、大臣から直接電話が入りました、私に。そして、先ほど言われま

した私の友人の何とかかんとかが今横にいるから電話を替わるわという話で

した。大臣が紹介した。電話を替わられて、私は何とかかんとかです。久昌

寺の再建にぜひ尽力したいから会いたいという話で、私はそのとき信用した

んですが、確認をしたら、新聞記者が調べたら、その方は詐欺っぽい人だと

いうことで、大臣からおわびがございました。 

 そういうことで、私はそれ以外に怪文書が来たもんですから、これは市宛

てに、市長宛てだと思いますが、多分、江南市宛てに、実はこの東京の業者

は、詐欺とは書いていないんで、詐欺師的な要素が強いというすごく克明な

怪文書が届きまして、私はその文書を信用しまして、すぐ生駒さんにも、こ

れは詐欺っぽいから中断しますということで言いました。そのとき生駒さん

は、私の家だと思いますけど、大変怒られましたんで、私はびっくり。怒っ

たんで、なぜそういうことをもっと早く言わないんだと言われたんで、生駒

さんも再建したい、私も再建したいと思いましたが、早く分かってよかった
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なあということで、これはなかった話になったということで、私に不信感を

持たれるのは仕方ないかもしれませんが、私も大臣を信用した。生駒さんも

私を信用してくれた。だけど、怪文書によってなかったことに取り消したと

いうてんまつでございますので、ぜひ御了承いただきたいと思います。何か

御意見があれば、賜ります。 

○委員長  質問形式ではないですけど、生駒さん、何か御意見がありますか。

ないならないでいいですけど。 

○参考人  今言うことはございません。 

○委員長  分かりました。 

 ほかに質疑はありますか。 

○宮田委員  先ほど感想や要望は最後にと言われたんで、今から言ってもよ

ろしいでしょうか。 

○委員長  どうぞ。 

○宮田委員  これまでのお話や質問を通しまして、生駒さんの受け止め方に

対する市の不誠実な対応が見えてきました。生駒さんの考えを尊重して、当

局の皆様、一度立ち止まって、言葉は悪いですけれども、ゆがんだ行政手続

を正した上で、しっかりと事務手続をやり直してから、再び補正予算の上程

手続を行ってはいかがでしょうか。 

 昨日の長尾議員の委員外議員での質問で、過去の上程手続の中で、今回の

ような正しくない事務手続が行われた事例がないか確認することが宿題とな

っており、先ほどもお話ししましたとおり、何年前に遡って調査するのかと

いうのはまだ決まっておりませんけれども、仮になかった場合、全くゆがん

だ行政手続がなかった場合、今回のことがあしき前例となっちゃいます。今

回のことが初になるわけですから、なっちゃいます。今後も事務手続が全て

今回のようなやり方でオーケーと思ってしまう職員も中には出てくる可能性

が残されちゃうわけですね。私はとてもこのことに関して危惧をしておりま

す。 

 繰り返しになりますけれども、しっかりと正しく確実な手順を踏んで行政

手続を進めていただくように改めてお願い申し上げて、これを要望とさせて

いただきます。 
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○委員長  要望という形ですね。 

○参考人  私のほうからも要望といいますか思いをお伝えさせていただきた

いんですが、今回のこともそうなんですけれども、経緯・経過から、何かし

ら私になすりつけるようなことが私は見受けられます。そうなると、これま

で信頼関係でずっと進めてきたことですので、信頼関係というのは徐々に崩

れていくものになります。この状態で、先ほど議員がおっしゃられたゆがん

だ手続によってお金が支出されて、それが生駒がごねたからだとか、無理を

言ったからだということで記録に残され、あるいは世の中に伝えられるとい

うことは、私としては大変心外でございますので、その点につきましては、

仮に正しくやっていただけない場合においては、場合によっては、私は急ぎ

ませんので、請求書を返却いただいて、ちょっともんでいただいて、その後、

また提出してもいいのかなという考えはございます。そういった意思がある

ということは御理解いただきたいと思います。以上でございます。 

○委員長  生駒参考人からいろいろと御意見をお聞きしました。 

 私のほうから１つお願いですけれども、生駒参考人からいろいろと当局の

市の対応に関して経過ないし考えが出てきました。私のほうからも、せっか

く、今、生駒さんがお見えになりますので、当局の方に、今の生駒さんの一

連のお話の中の件に関して、一言お話しいただきたいなと思いまして、よろ

しいですか。 

 前にマイクがありますので、もしよろしかったら前のほうへ来てください。 

○教育長  ただいま生駒氏のほうから、いろいろな御指摘をいただきました。

当初から生駒氏とは可児課長を通じていろいろなメールのやり取りが、今回

の久昌寺の解体についても御無理なお願いをしているということは当然了承

しておりますけれども、先ほどの抗議文の中にもありましたけれども、私と

しては支払いが９月末だということは当然認識をしておりましたし、ただし

確約をするということについては、これは行政の人間なのかもしれませんけ

れども、どうしても議会の承認を得たいというようなことでありましたので、

特に文書で確約書をお渡しするということについては、議会の承認をいただ

かなければできないという認識でございました。 

 若干事務的に不備があったことは認めますけれども、24日付の決裁につき
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ましては私の判断によって、生駒氏のほうから解体業者からの請求額をある

程度確認しているということでございましたので、その額を基に決裁を上げ

させていただき、後に最終的には請求書という形で出てくることになるわけ

ですけど、それでもって議会で御承認いただければという。それをもって生

駒氏のほうに、こういうふうに確認できました、確約することができました、

従って続いて今度は契約を結びましょうというような感じにつながっていく

のかな、そして遅くとも当然９月末にはお支払いできるようにということで

ずっと思ってまいりました。その辺のところが、生駒さんの先ほどのお話の

中では、若干せかしているんじゃないかとか、私がせかしている、要するに

生駒さんがせかしているんじゃないかとかというようなふうにお考えになっ

たようでございます。ごり押ししているんじゃないかというようなことも言

っておみえでございましたけれども、決してそんなふうに私どもは感じたわ

けではございません。 

〔「議事録に残っておるよ、議事録に書いてある、そうやって。答弁訂正さ

れる」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  お静かにお願いします。 

○教育長  心外だということも言ってみえますけれども、私としてはあくま

でもそういうふうに早期の確認を取るためには、議会に上程することが必要

だというふうに判断してまいりました。その辺のことは、おわびする部分が

きっとあると思いますけれども、御理解もいただきたいと思っております。

以上です。 

○委員長  以上でよろしいですか。 

〔発言する者あり〕 

○委員長  暫時休憩します。 

午前11時59分  休 憩 

午前11時59分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を再開します。 

○宮田委員  先ほどの生駒さんのお話の中から、請求書の取下げの意向もあ

るというように私お聞きさせていただいたんですけれども、例えば請求書を

取下げになった場合というのは、どういうふうな形になっていくんでしょう
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かね。 

 いわゆる請求書があって初めて予算執行の進みが進むわけなんですけど、

請求書を生駒さんが取り下げた場合、今回の言葉は悪いですけど、ゆがんだ

行政手続に対する生駒さんの不信感から、一度仕切り直しとして請求書を一

旦取り下げるというような話が、今もう視野に入れているというように私は

聞き取りましたんで、請求書が取り下げられた場合というのはどうなってい

くんでしょうか。 

○委員長  暫時休憩します。 

午後０時00分  休 憩 

午後０時06分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 今、ちょっと時間が12時を回りましたので、暫時休憩いたします。 

 再開を１時10分からという形でよろしくお願いします。 

午後０時06分  休 憩 

午後２時47分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続きまして会議を開きます。 

 前回の会議の途中でございまして、宮田委員からの、生駒参考人がこの請

求書を取り下げるという、そういう案をお話しされました。それに対して、

取り下げた場合、どういう流れなのかという質問が宮田委員からございまし

た。それに対して私も当局のほうに確認をさせていただきましたら、今から

言いますね。生駒さんが請求書を取り下げた場合、当局がその事実を真摯に

受け止め、この議案をどのように取り扱うか御検討するという流れになりま

す。ですから、当局のほうが、この議案に関して取扱い方を検討していくと

いう形になります。という流れでございます。 

 これに対して、生駒参考人のほうから一言ございますか。 

○参考人  今、休憩時間の間に改めていろいろと考えて、ちょっと振り返り

をしていました。その辺り、少し述べたいと思います。 

 まず、今回、私は12日に市長のほうからお電話を頂戴して、中断を決定す

るという運びになったと認識しております。その部分においては、ここの場

所に市長がおられないということは、いろんなことが一つは明らかにならな
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いんじゃないかなという危惧を持っております。御多忙だと思いますので、

御無理なら御無理ということで結構だとは思うんですが、せっかくの機会で

すので、いろんな意見交換なり、話のそごなり、こういったことを確認でき

たらなという思いはございました。それが１点ですね。 

 今回の取下げについて、どうしたものがいいかなと考えたんですが、１つ

はこういったこと、こういった決め方というんですか、決めて支出するとい

うやり方が過去に例がないということをお聞きしました。加えて、これは私

と江南市のほうになりますけれども、打合せの内容をほご ―― 約束を破ら

れるですね ―― にされたり、あるいは私が言ってもいないこと、これを私

が言ったということで話が進んでおるところがあるというふうに聞き及んで

おりますし、私も書面等、メール等でそういったものは確認してございます。 

 私としては、久昌寺を450年ぶりに廃寺にすると、450年の歴史に終止符を

打つということ、重い決断をしております。その中には、朽ち果てるですと

か、皆様に御迷惑をかけた状態でやむなく終えるということではなくて、自

分で終えられるときに、きれいに終えたいという思いが強くあって、この時

期に廃寺ということを選択いたしました。そういった部分では、最後まで、

久昌寺の解散まできれいな形で終わりたいという思いが強くございます。 

 現状、今御議論されておる手続、これが正式な手続の手順ではないという

ことを感じておりますし、あとは先ほど申し上げた合意のそご、こういった

内容がある中で、皆さんが納得いかない部分もある状況で、久昌寺に対して

お金を支出いただくということは、私は久昌寺のきれいな終わり方に通じる

とは思いませんので、今回の請求については一旦控えさせていただきたいと

思っております。 

 そういったことが、当然私だけではなく、久昌寺の檀家及び末寺、あるい

は全国の久昌寺を愛していただける、好んでいただける方のためになると思

いますし、一方、こういった正しい決定のなされ方が江南市及び江南市民の

方のためになると私は強く確信しておりますので、もう一度仕切り直しとい

う意味を込めて、請求を取り下げたいと思っております。よろしくお願いい

たします。 

○宮地委員  今、生駒さんのほうから一旦取り下げるという話が出ましたけ
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れども、これに対して私としては、今の取下げに対しての不承認の動議を出

させてもらいます。 

○参考人  これは、ごめんなさい、私に請求を取り下げさせないという意味

でしょうか。 

○委員長  暫時休憩します。 

午後２時54分  休 憩 

午後３時01分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を再開します。 

○宮地委員  私の大変な勘違い……。 

〔「勘違いじゃないだろう、何が勘違いだ」と呼ぶ者あり〕 

○宮地委員  進行の仕方の勘違いです、私の。 

〔「さっき進行と言わなかったよ、ちゃんとそれを撤回するとはっきり言っ

たよ」と呼ぶ者あり〕 

○宮地委員  今、生駒さんが言われた取り下げるという言葉に対して不承認

の動議を出させていただいたことに対して、それに対して私は今のことを撤

回させていただきます。非常に申し訳ありませんでした。 

○委員長  会議に戻ります。 

 この際、参考人、生駒さんに対して、委員会を代表して一言お礼を申し上

げます。 

 本日お忙しい中を本委員会のために御出席していただきまして、しかも会

社があるというにもかかわらずお休みまで取っていただきまして、貴重な御

意見を述べていただき、心から感謝いたします。 

 本委員会としては、述べられました御意見を委員会審査に十分生かしてま

いりたいと思います。本日は誠にありがとうございました。 

○委員長  暫時休憩します。 

午後３時03分  休 憩 

午後４時51分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 先ほど議案第49号 令和４年度江南市一般会計補正予算（第５号）を撤回

したいとの申出が市長からあったとの連絡を議長よりいただきました。 
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 この件について教育長から何かあれば、お願いします。 

○教育長  先ほど所有者のほうから、今回の中断に関わる請求が取り下げら

れたということでございます。市長とも協議をさせていただき、今回委員会

に付託させていただいております議案第49号でございますけれども、撤回を

させていただきたいと思っております。 

 この後は、所有者のほうから新たに請求があると思っておりますけれども、

その場合については正規の手続を取って進め、所有者の御迷惑にならないよ

うな形で進めさせていただきたいと思っております。 

 議員の皆様には、本議案に対しまして長時間にわたり御審議をいただきま

したが、大変申し訳ございませんでした。ありがとうございました。 

○委員長  教育長から説明のあったとおりですが、何か御質問はございます

か。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  質疑もないようでありますので、当局におかれましては今回の件

を重く受け止め、様々な事務手続の不備が指摘されておりますので、しっか

りと見直していただき、生駒さんに対し真摯に対応していただきますようお

願い申し上げます。 

 それでは、この議案第49号につきましては、撤回の申出があったことから

審査する必要性がなくなりましたので、これにて審査を終了いたします。 

 なお、本会議最終日に行います委員長報告につきましては、会議規則第39

条第１項の規定において、委員会が審査または調査した事件が議題となった

ときは、委員長がその経過及び結果を報告しとありますことから、議案第49

号の結果は出ておりませんので、委員長報告には含めないことを御承知おき

ください。 

 なお、その他の議案の委員長報告につきましては、正・副委員長に御一任

いただきますようお願い申し上げます。 

 以上で当委員会に付託されました案件は全て終了いたしました。 

 続きまして、年度調査事項等を協議していただきますが、その間、テープ

等の録音の調整がございますので……、よろしいですか。そのままいきます。 

 時間が必要ないということですので、そのまま続けます。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  年度調査事項等について 

 

○委員長  続きまして、年度調査事項等を協議していただきます。 

 今年度、当委員会の調査事項及び行政視察について決めていただきたいと

思います。 

 なお、昨年度までの厚生文教委員会の年度調査事項と視察調査先を一覧表

にしてタブレット端末に配信してありますので、参考にしてください。 

 最初に、年度調査事項を議題とします。 

 皆さん、タブレット端末のほうは大丈夫ですか。 

 このとおり令和３年度、去年が令和元年度から二項目増えております。図

書館行政についてと少子化対策についてが増えております。令和元年度から、

令和元年度、令和２年度、令和３年度と全く一緒で８項目になっております

けれども、令和４年度に関して御意見はありませんか。 

○掛布委員  令和３年度同様で結構だと思います。 

○委員長  令和３年度と同様という御意見がありましたけれども、その件に

関してどうですか。 

 よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  ということで、令和４年度の年度調査事項に関しましては、令和

３年度と全く同じ項目にさせていただきます。 

 よろしいですね。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  今年度の当委員会の調査事項は、１．子育て支援について、２．

介護保険、高齢者福祉について、３．障害者福祉について、４．健康・医療

行政について、５．教育行政について、６．図書館行政について、７．少子

化対策について、８．その他当委員会の所管する事項と、この８項目に決定

いたしました。 

 ただいま決定いたしました事項については、会議規則第111条の規定によ

り閉会中の継続調査として議長に申出をしていきたいと思います。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  行政視察調査日程について 

 

○委員長  続きまして、行政視察調査日程を議題といたします。 

 日程案について、事務局より説明をお願いします。 

○事務局  案といたしましては、10月３日月曜日から10月７日金曜日までと、

10月31日月曜日から11月１日水曜日までの２案となっております。この中か

ら何泊何日で実施されるのかをお決めいただきたいと思います。 

 失礼いたしました。11月２日水曜日ですね、失礼しました。11月２日水曜

日までの２案となっております。この中から何泊何日で実施されるのかをお

決めいただきたいと思います。以上です。 

○委員長  この日程につきまして、事前に皆様に日程の予定を確認してござ

います。 

 まず、日程のほうですけれども、10月４日から７日の金曜日までのこの４

日間は皆さん全てオーケーです。11月に関しては１、２日、この２日間だけ

がオーケーです。ですから、２泊か、１泊か、それが分からないという状況

なので、委員長案ですけど、４日火曜日から７日金曜日まで、この４日間の

うちの長くて３日間で予定を組んでいきたいなと思うんですけれども、この

４日間を今から空けていただくのはちょっと大変なのかなというイメージは

あります。ですから、案としては４、５、６日か５、６、７日。今決めるな

ら決めてもいいし、決められなかったら後日でも結構ですけれども、案はあ

りますか、ちなみに。大丈夫ですか。 

〔発言する者あり〕 

○委員長  ４日間空けておけばいいです。よろしいですか。 

 ３日間にしておけば、１日どちらか空くのかなと思って、ちょっと気を遣

って言ったんですけど、いいですか。 

 10月です。10月４日の火曜日から７日の金曜日まで、この４日間を空けて

おいてください。早急にこちらのほうで、委員長、副委員長のほうで決めて

いくんですけれども、決まり次第、また御連絡をします。 

 その前に行政視察の行き先の希望がもしあれば、この場で御意見をいただ
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きたいなと思います。 

 誰か希望のある方、見えますか。 

○宮田委員  新しい子供の子育て、少子化対策の省庁ができるというのをち

ょっと聞いている。正式名称は、ちょっとごめんなさい、覚えていないんで

すけど。立ち上がった経緯だとか、その省庁が何をやるか、また今後の少子

化対策についてどのようなことをうたっていくのかということが大変興味が

ございますので、視察先に選んでいただければなあという希望を言わせてい

ただきます。 

○委員長  厚生労働省、東京のほうという形でよろしいですか。 

○宮田委員  東京になるんですかね。新しい省庁、どこに設置されるか、僕

は分かんないです。 

○委員長  東京だと今、私の中では思っているだけで、正確には分からない

です。 

〔「こども家庭庁」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  こども家庭庁の案ですね。 

 もう一つ、じゃあ掛布委員どうぞ。 

○掛布委員  ２か所考えていて、１つは、今本当に生活困窮者の方が増えて

いて、私たちも日々その相談に追われています。複雑ないろんな状況を抱え

ておられる方で、ちょっとやそっとでは解決しない複雑なケースもあります。

そういったところを全庁的にチームを組んでバックアップしている滋賀県の

野洲市というとても有名なところがあります。その野洲市をぜひ視察させて

いただきたいなというのが１点と、あと一つは子育て支援ではあまりにも有

名で、もう皆さん、とっくの昔に行っているよという方もいらっしゃるかも

しれないんですけど、明石市を一度見ておきたいなと。同じ方向なので、そ

のように考えました。 

○委員長  なるほど、分かりました。 

 先ほど宮田委員から出た、こども家庭庁のほうの意見と、それから先ほど

滋賀県の野洲市、それから明石市という御意見が出ましたので、これに関し

まして、これから正・副委員長のほうに一任していただきまして、こちらの

ほうで決めさせていただくという形でもよろしいですかね。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  分かりました。皆様からの意見と、あと日程は先ほどの10月４日

火曜日から７日の金曜日まで、この４日間で必ず予定を組ませていただきま

すので、決まりましたらまた御連絡を差し上げるという形にさせてください。 

 先ほど言ったみたいに正・副委員長で協議し、決めさせていただきますの

で、よろしくお願いします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  今年度の当委員会の研修会について 

 

○委員長  続きまして、今年度当委員会の研修会を議題といたします。 

 研修会の日程、テーマ、講師などについて御相談したいと思います。 

 日程に関しましては、議会や会議、あと視察がないという日程になろうか

と思います。また、講師の都合もあるので、本日はまず研修のテーマについ

て、何か適切なテーマや講師を御存じでございましたら御発言いただきたい

と思いますが、意見はありますでしようか。 

○宮田委員  講師は分かんないんですけど、テーマとして、今、私の提案し

た視察先も、掛布委員の視察先も、子育て、少子化対策の方向に向いている

んで、そちらのほうでテーマを決めていただけたらどうかなと思います。 

○委員長  あとほかに御意見はありますか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  という形で、今、宮田委員のほうから、子育て、少子化対策とい

うことのテーマで考えてみたいという御意見がありましたので、それも踏ま

えまして、次回、９月の委員会の折に皆様の御意見、提案などを踏まえて改

めてまた御相談しますけれども、また正・副委員長のほうでも考えていきた

いなと思っております。 

 以上で、本日の委員会の議題は全て終了いたしました。 

 今回の委員会は２日間という形で、私も初めて厚生文教委員会の委員長に

ならせていただいて、私の段取りの悪さもあるかもしれないですけれども、

これだけ長期間にわたったということをおわびいたしたいと思います。 

 以上で、厚生文教委員会を閉会いたします。 
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午後５時06分  閉 会 
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